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平成２８年度埼玉県建築物衛生管理研修会 

次 第 

                    

                                       日 時：平成２９年１月２０日（金） 

                                               午後２時から 

                    場 所：さいたま市民会館うらわ ホール 

 

１ 開 会 

 

 

 

 

２ 挨 拶  

             埼玉県保健医療部生活衛生課長  三田 和正 

 

 

 

 

３ 研 修 

（１）「平成２７年度特定建築物立入検査の結果等について」 

       生活衛生課  環境衛生・ビル監視担当 技師  菅 佳浩  

 

 

 

 

（２）「建築物衛生と空調」 

       国立保健医療科学院 生活環境研究部 主任研究官   金 勲 先生 

 

 

 

 

 

 

４ 閉 会 
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特定建築物立入検査結果等について（平成２７年度分） 
 

 １ (1)特定建築物数（全県） 
 

 興行場 百貨店 店 舗 事務所 学 校 旅 館 その他 計 

特定建築物数 ５８ 

 

１６０ 

 

３１３ 

 

４１９ 

 

１４０ 

 

４８ 

 

１４７ 

 

１２８５ 

 （民間施設） （９） （１６０） （３１２） （２６２） 

 

（４０） （４６） （６２） （８９１） 

（公的施設） （４９） （０） （１） （１５７） （１００） （２） （８５） （３９４） 
 
   (2)立入検査等実施数  ※埼玉県生活衛生課実施分（さいたま市、川越市、越谷市を除く） 
 

 興行場 百貨店 店 舗 事務所 学 校 旅 館 その他 計 

特定建築物数 

（民間施設） 

３９  

（６） 

１１５  

（１１５） 

２２２  

（２２２） 

２０８  

（９２） 

１０２  

（２８） 

３２  

（３０） 

１０５  

（４６） 

８２３  

（５３９） 

立入検査等数 ０   １２  ２６  ４  １６  ５  ７  ７０  
 
 ２ 立入検査における指摘項目 
 

 

項    目 
全国不

適率(%) 

参考：埼玉

県不適率 

(%) 
項    目 

全国不

適率(%) 

参考：埼玉

県不適率 

(%) 

 

帳簿書類の備え付け １３．９ 

2.6  

2.3  

0.6  

24.6  

32.0  

56.5  

2.5  

2.6  

2.8  

6.0  

6.9  

13.4  

13.5  

16.0  

2.6  

1.9  

10.3  

4.1１５．
７ 

１８．２ 

給 

水 

管 

理 

 飲料水水質検査 ６．０ ４．２ 

空 

気 
環 

境 

の 

調 

整 

 空気環境の測定 ２．２ ３．０  飲料水水質基準の遵守 ０．７ ０ 

 浮遊粉じんの量 ２．０ ６．３  給湯水水質検査  １４．９ ７５ 

 一酸化炭素の含有率 ０．３ ３．１  給湯水水質基準の遵守 １．９ ０ 

 二酸化炭素の含有率 ２４．３ ５０．０  貯水槽の清掃 ２．０ ０ 

 温度 ２９．１ ７７．８  貯湯槽の清掃  １０．７ ０ 

 相対湿度 ５５．７ １００ 

雑 

用 

水 

の 

管 

理 

 雑用水の残留塩素含有率検査 ５．０ ８３．３ 

 気流 ２．２ １５．６  雑用水の残留塩素含有率の遵守 ４．６ ０ 

 冷却塔への供給水 ２．４ ０  雑用水の水槽の点検 ５．５ ０ 

 加湿装置への供給水 １．８ ０  雑用水の水質検査 ６．２ ８３．３ 

 冷却塔の汚れの点検 ７．４ ０  ｐＨ値の遵守 ２．１ ０ 

 冷却塔の清掃 ８．１ ０  臭気 １．１ ０ 

 加湿装置の汚れの点検 １４．６ ３０  外観 １．３ ０ 

 加湿装置の清掃 １３．４ ０  大腸菌 １．４ ０ 

 排水受けの点検 １６．９ ３０  濁度  １．４ ０ 

給
水
管
理 

 残留塩素の含有率検査 ２．４ ０ 
そ
の
他 

 排水設備の清掃 １０．７ ９．１ 

 残留塩素含有率の遵守 １．９ ４．２  定期清掃 ７．５ ０ 

 給湯水の残塩含有率検査 １１．５ ７５．０  ねずみ等の防除 ６．７ ９．１ 

 給湯水の残塩含有率の遵守 ３．０ ０  
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３ 主な指摘事項 
     
・帳簿の備え付け 
 
 
 
 
・中央式給湯水水質検査 
 
 
 
 
・雑用水の水質検査 
 
 
 
 
・排水設備の清掃 
 
 
 
 
・ねずみ等の防除 
 
 
 
 
 
４ 特定建築物の冷却塔水におけるレジオネラ属菌の検査 
   （平成２８年６月～７月埼玉県生活衛生課実施） 
 
 

 レジオネラ属菌の菌数（CFU/100mL） 検体数  

検出限界値未満 １５ 

１０～１００未満 ３ 

１００～１，０００未満 ０ 

１，０００～１０万未満 ２ 

合計 ２０（１７施設） 
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国立保健医療科学院 生活環境研究部 

主任研究官 金 勲 先生 

 

建築物衛生と空調 
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国立保健医療科学院 生活環境研究部
主任研究官 金 勲 (Kim Hoon)

平成28年度 埼玉県建築物衛生管理研修会
さいたま市民会館 2017.01.20

空調と建築物衛生
Air Environment and Health in Specific Buildings

2

The Law for Environmental Health in Building

特定建築物

2ヶ月以内に1回環境測定

6
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建築物衛生法－空気環境

特定用途床面積 3,000 m2以上

（学校 8,000 m2）

測定・点検 項目 基準値 備考

定期測定
2ヶ月以内1回

浮遊粉じん量 0.15 mg/m3

一酸化炭素 10ppm
二酸化炭素 1000ppm
温度 17℃～28℃
相対湿度 40％～70％

気流 0.5 m/sec

最初測定 ホルムアルデヒド
0.1mg/m3

(0.08ppm)
新築、修繕、
模様替後

点検・掃除
冷却塔、加湿装置の水

水質基準
定期点検
掃除、換水

レジオネラ・
微生物繁殖

空調設備の排水受け 定期点検、掃除

4

学校環境衛生基準

換気 換気の規準として、1500 ppm以下（望ましい）

温度 10℃～30℃（望ましい）
冬季18～20℃、夏季25～28℃（最も望ましい）

相対湿度 30％～80％（望ましい）

浮遊粉じん 浮遊粉じん 0.10mg／m3 以下であること

気流 0.5m／秒 以下（望ましい）

CO 10ppm 以下（望ましい）

NO2 0.06ppm 以下（望ましい）

揮発性有機化合物
（以下であること）

ホルムアルデヒド：100 μg/m3 、トルエン ：260 μg/m3

キシレン ：870 μg/m3、パラジクロロベンゼン：240 μg/m3

エチルベンゼン：3800 μg/m3、スチレン ：220 μg/m3

ダニ・ダニアレルゲン 100 匹/m2 以下又はこれと同等

落下細菌 平均 10 cfu/教室 以下

熱輻射 黒球/乾球温度差が5℃未満

「参考」 換気
（40人在室/180m2）

幼稚園、小学校 ：2.2 回/h 以上
中学校 ：3.2 回/h 以上
高校 ：4.4 回/h 以上

7



5

CO2の健康影響

法 律 等 基準値（ppm） 備考

一般環境

建築基準法、ビル衛生管理法
学校環境衛生基準
WHO Indoor Air Quality
ASHRAE

1000
1500

920
1000

中央管理方式の空
調設備

労働環境
事務室衛生基準法規濃度

日本産業衛生学会許容濃度

1000
5000
5000

中央管理方式空調
空調設備無し

濃度（％） 症状

0.1 呼吸器・循環器・大脳等の機能に影響が現れ始める

4 耳鳴り・頭痛・血圧上昇等の兆候

8～10 唾液混濁・痙攣等を起こし呼吸が停止

20 中枢障碍を犯し生命に危険

6

建築物における衛生的環境の確保に関する法律概要

【建築物環境衛生管理基準】

・ 空気環境の調整

・ 飲料水の管理

・ 雑用水の管理

・ 排水の管理・ 清掃

・ ねずみ、昆虫等の防除

※特定建築物所有者等と維持管理権原者と
は異なる場合がある。

所有
者等

特定建築物

維持管理
権原者

建築物環境
衛生管理

技術者

選
任

意
見

監
督

【3000m2以上】興行場、百貨店、集
集会場、図書館、博物館、美術館、
遊技場、店舗、事務所、旅館 等

【8000m2以上】小学校、中学校 等

特定建築物

【環境衛生監視体制】

(保健所・環境衛生監視員)

①届出、建築確認時の図面審査

②報告徴取、情報･体制の把握

③立入り検査、指導

都道府県・保健所設置市

届出
報告

検査
指導

建
築
物
飲
料
水

貯
水
槽
清
掃
業

5号

建
築
物
ね
ず
み

昆
虫
等
防
除
業

7号

建
築
物
環
境
衛

生
総
合
管
理
業

8号

建
築
物
排
水
管

清
掃
業

6号

建
築
物
空
気
調

和
用
ダ
ク
ト
清

掃
業

3号

建
築
物
飲
料
水

水
質
検
査
業

4号

<都道府県知事の登録対象>

ビルメンテナンス業者

維持管理

建
築
物
空
気
環

境
測
定
業

2号

建
築
物
清
掃
業

1号

【自主管理の体制】

①維持管理業者の登録管理

②維持管理業務･品質の監督管理

③管理技術者の選任と意見反映

建築物衛生法と建築環境を守る体制

8
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年数 変化 概要

平成11年 省エネ法改正 住宅と非住宅
住宅と非住宅をより強化した。住宅
の省エネ基準の全面改正

平成14年 建築物衛生法関連政省令改正 ・10%除外規定の廃止
・中央管理方式限定の削除

平成15年
省エネ法改正（15年施行）

2000㎡以上の非住宅の新築・増改築
に適応する

平成17年
・省エネ法改正
・都立学校における室内化学物
質対する手引きを公表

・大規模修繕時に適応
・アセトアルデヒド等を追加

平成21年
4月 学校環境衛生基準の改定

温度、相対湿度、換気量：二酸化炭
素濃度＜1500ppm

平成23年 東日本大震災 節電

社会背景の変遷

8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

事務所 旅館 店舗

その他 学校 百貨店

興行場

H.8 H.10 H.12 H.14 H.16 H.18 H.20

不
適

合
割

合
［
％

］

用途別相対湿度の不適合割合

・相対湿度の不適合割合が上昇傾向にあり、高い

・特に事務所･百貨店･学校において顕著

・平成25年度の傾向変化には、空調設備定義の関与が疑われる

全用途で不適合割合上昇空気環境の不適合割合上昇

空気環境測定項目別の不適合割合

56.1%
55.0%
51.3%

56.5%

40.5%

特定建築物立入検査における不適合率の推移

H15 省エネ法改正

H17 省エネ法改正

H23 東日本大震災

H11 省エネ法改正

H14 建築物衛生法関連

政省令改正

9
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平成20年 vs 25年 CO2濃度 不適合状況

・CO2不適合が増加する中、地域の規則性は顕著でない

・東北で増加気味、大都市域は比較的安定

・対象建物が少ない地域では、個体差･指導／運用の影響が大きい

近年の動向と課題①

10

関東地方から南にかけて不適率が40%を超える地域が多い。

H20年度 H25年度

平成20年 vs 25年 温度 不適合状況

近年の動向と課題②

10
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全国的に不適率が高い地域が続出している。全国の半分ほど
の地域が40%以上である。

H20年度 H25年度

平成20年 vs 25年 相対湿度 不適合状況

近年の動向と課題③

12

27.8%

41.1%

27.2%

0.6%

3.2%
全体制御

ゾーン別制御

個別制御

機械換気のみ

空白

57.3%
23.7%

11.7%

5.4%

15.5%
2.2%

70.9%

0.9%
4.7%

0.3%
1.9% 1.3% 2.2% 学校

工業場

事務所

集会場

店舗

美術館

百貨店

遊技場

旅館

15.5%

70.9% 41.1%

57.3%

近年の動向と課題（東京都）

H25年度、東京 11
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近年の動向と課題（東京都）－温度
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湿
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近年の動向と課題（東京都）－相対湿度
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中小事務所建築においては

個別熱源方式が主流

（自由度が高い）

・CGS等の省エネルギーシステムを

組み合わせることが可能

・個別熱源と比較して、

一般的に室環境の質が良い

中央熱源方式の利点

空調方式

http://www.daikinaircon.com/catalog/veup/about/index.html

■中央熱源、外調機、AHU、冷却塔、ダクト、FCU
←→ 室外機、室内機、（加湿器）、（ダクト）、（外調機）

■中央式 ： 熱源が集中して設置、冷媒・熱媒をAHU・FCUに送る

： 中央制御を行う、用途が似た室が多い大規模建物に有利

： 外気導入、空気清浄（中性能・高性能フィルター）、加湿機能

エアハンドリングユニット（AHU）、ファンコイルユニット（FCU）

■個別式 ： 熱源が必要箇所に分散配置

： 個別（室・ゾーン単位）制御ができる

： 小型施設→近年大型建物に幅広く普及

： 外気導入・加湿機能・中性能フィルター共に無いか、別途設置が必要

■パッケージエアコンディショナ、ルームエアコンディショナ

18

部分空調の物件（T-01,O-01,O-02など）の最低温度（冬期）、最高温度（夏期）の不
適合 → 予熱・予冷がされていない → 出勤時の立ち上がりに特徴的な現象

・事務所建築物実態調査

：冬期11件、夏期13件

事務所環境測定結果（温湿度）

14
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空調設備 個別 標準偏差 中央 標準偏差 空調設備 個別 標準偏差 中央 標準偏差
PM2.5（μg/㎥） 67 ±122.8 21 ±18.7 PM2.5（μg/㎥） 51 ±58.4 17 ±2.4
PM10（μg/㎥） 71 ±124.5 23 ±16.9 PM10（μg/㎥） 52 ±58.6 19 ±3.0
真菌（cfu/㎥） 50 ±40.9 5 ±7.1 真菌（cfu/㎥） 89 ±87.8 9 ±11.1
細菌（cfu/㎥） 105 ±146.6 88 ±109.6 細菌（cfu/㎥） 181 ±155.4 16 ±23.6

冬季 夏季

・個別方式は室内機が分散されているため、衛生管理が難しい

・フィルタの捕集率も中央方式に劣る

→ 外気由来の夏期室内真菌濃度が著しく上昇（AIJES基準値：50cfu/m3）

粒子状物質 個別方式＞中央方式

浮遊微生物

・浮遊細菌濃度－500cfu/m3の基準(日本建築学会)を超えたのは1件のみ

・真菌濃度－基準値50cfu/m3をほとんどの物件で超過

・濃度減衰から、空調機で遅く、空調機内からの飛散があった

付着微生物

■コイルとドレンパン－主に好湿性真菌 ■ファン・フィルタ－主に耐乾性真菌

・微生物量－ファン･フィルタに比べ、コイル･ドレンパンの方が大きい、コイルで検出されたyeastは、経

時に伴い減少する傾向、用途や在室者数などから運転頻度、空調機内の相対湿度、結露水などに違
いが生じ、それが微生物汚染に関係している

微生物・粉塵

20

温湿度計 所在地 階数 測定階 室面積[㎡] 竣工[年] 主用途 天候 空調方式

晴れ

晴れ

晴れ

晴れ

2F 研究室 晴れ 壁掛け型1方向

3F 70.16 事務所 晴れ 天吊り型1方向

晴れ

5F 280.0 事務所 曇 天井カセット型4方向

6F 212.0 事務所 雨 天井カセット型4方向

晴れ

曇

80.2 2002

1974

ビルトイン 2台事務所5F港区 1F～8F 2010597.2

中央区

天井カセット型4方向事務所4F札幌

天井カセット型4方向1F沖縄本島 事務所

B1～8F 1976

1F

天井カセット型4方向

大田区

3F板橋区 事務所

1~5F

1F～10F

2011

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

2012年7月16日 2012年7月17日 2012年7月18日 2012年7月19日 2012年7月20日 2012年7月21日 2012年7月22日 2012年7月23日

絶
対

湿
度

及
び

結
露

水
量

[kg
/kg

(DA
)]

吸込み口 吹出し口 結露水量

個別空調を導入している
6施設

－温度・湿度の変動が激しく
、結露が発生
－乾燥への配慮がない

個別空調システムの衛生環境

Supply Return

Dew condensation 
water

15
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PM2.5 Map

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/health-sapping.html
(2010.09) Credit: Dalhousie University, Aaron van Donkelaar 

Global satellite-derived map of PM2.5 averaged over 2001-2006. 

22

注意喚起のための暫定的な指針（環境省）

環境省、http://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html

レベ
ル

暫定的な方針

行動の目安日平均値
[μg/m3]

1時間値
[μg/m3]

II 70 超 85 超 不要不急の外出・屋外での長
時間運動をできるだけ減らす。

I 70 以下

85 以下

特に運動を制約する必要は
ないが、高感受性者は健康
への影響が見られることがあ
るため、体調の変化に注意。

環境
基準

35 以下

16
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粒子状物質（Particulate Matter）の環境基準

大気基準 [μg/m3] 日本 アメリカ WHO

PM2.5※1 1年平均値
1日平均値

15
35

15
35

10
25

SPM※2 1年平均値
1日平均値

100
200 - -

PM10 1年平均値
1日平均値

- -
150

20
50

※1   PM2.5：日平均値70μg/m3を超過「注意喚起のための暫
定的な指針」（ 環境省、 2013年）

※2   国内では「建築物における衛生的環境の確保に関する
法律（建築物衛生法）」によりSPM（浮遊粉塵）の室内濃度基
準0.15mg/m3 (150μg/m3)が定められている。

24

冬期 夏期

PM2.5濃度とI/O比

資料 ： 東京工業大学 鍵直樹
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Tobacco Smoke

Contribution ratio of ETS to Indoor Air

CO 15 %
Ammonia 3 %
Formaldehyde 5 %
Ozone 0 %
NOx 12 %
RSP(吸入性浮遊粉塵) 50 %
Hydrocarbons of methane series 5 %
Chlorinated hydrocarbons 0 %
Benzene 35 %
SO2 20 %
Nicotine 100 %
Benzopyrene 5 %
Microbe/bacteria 0 %
Particulate matters 10mg/本

20L Chamber test 
on third-hand smoke
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PM2.5濃度 I/O比

空調機別の室内PM2.5濃度とI/O比

資料 ： 東京工業大学 鍵直樹
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PMの健康影響

・安全な閾値 ： 現段階では粒子状物質の安全な曝露濃度や
健康影響が認められない閾値を特定できない

・PM2.5及びそれより小さな粒子は肺胞まで到達して沈着する
ため健康により大きな影響を与える

・粒子状物質の短期曝露 → 喘息の悪化・呼吸器症状・入院
患者増加による呼吸器系疾患や循環器系疾患死亡率を増加

・粒子状物質の長期曝露 → 呼吸器系疾患や循環器系疾患
死亡率の増加と共に肺がん死亡率を増加

ロンドンスモッグ（1952年、石炭）－2週間で4,000人以上死亡

四日市喘息（1960年代、石炭）－SPMの環境基準が設定

ユタ渓谷（1980代）－製鉄所稼働期間は呼吸器系疾患による小
児入院数が約 3 倍に増加

中国大気汚染（2013年）－国内のPM2.5濃度に影響

28

PM2.5の室内発生源

■大気の侵入

■一次生成
・大気、調理、ろうそく、アロマ、ヘアースプレー・ドライヤー

タバコ煙 (T. Hussein et al., Atmospheric Environment, 40, 4285-4307, 2006)

・タバコ煙，スプレー，ろうそく，掃除機，調理（フライ），

アイロン，ガスストーブ (A, Afshari et al., Indoor Air, 15, 141-150, 
2005

・情報機器

■二次生成

室内VOCsとオゾンとの化学反応による超微粒子、

リモネン，αピネン（消臭剤・芳香剤，木材）

オゾン（大気，脱臭器，イオナイザ）
19
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PM2.5 （住宅）
Data ： Tokyo Institute of Technology, Naoki KAGI

31

化学物質
VOCs and Aldehydes

エネルギー事情

生産性

快適性

環境調節（Adaptive Model）

■ 省エネ、快適性、健康衛生

20


